
　【資料１】　退職理由別・勤続年数別支給割合

［参考］平成18年４月１日改正前
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注

２　昭和48年条例第３号附則第３項から第５項まで、附則第31項から第33項まで及び平成15年条例第79号附則第13項の規定に基づき算出した支給割合である。

40 44.7795 47.709 40 44.98875

１　（　）は退職手当条例第６条５の最低保障措置を示し、aは、基本給月額（給料（給料の調整額及び教職調整額を含む。）、扶養手当及びこれらに対する地域手当
　の合計月額）を示す。
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　■適用条項別支給割合［調整率：83.7/100　適用期間：平成30年４月１日以降］

1 0.837 1.2555(3.6a) 1 0.837 1.04625 1.2555(3.6a)
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